
横手市水道事業経営戦略

平成３１年３月

横手市上下水道部



平成 31 年 3 月

平成 31 年度 平成 40

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥/ha

② 施　設　

％

③ 料　金

④ 組　織

横手市水道事業経営戦略

団 体 名 ： 　秋田県横手市

会 計 （ 事 業 ） 名 ： 　水道事業会計（水道事業）

改 訂 日 ：

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適（全部）
現 在 給 水 人 口 74,818

有 収 水 量 密 度 0.30

計 画 期 間 ： ～ 年度

事業の現況

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 29 年 9 月 1 日 計 画 給 水 人 口 82,413

施 設 能 力 43,758 ㎥／日 施 設 利 用 率 63.27

水 源 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

施 設 数
浄水場設置数 22

管 路 延 長 941.67 千ｍ
配水池設置数 55

　　経営管理課は、平成28年度まで「水道係」と「下水道係」の体制でしたが、企業職員の育成を図るため、平成29年度より「企
業総務係」と「企業財務係」に再編しています。
　　経営管理課職員のうち水道事業会計から人件費が支弁されているのは6名（ほか非常勤職員1名）です。

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　平成17年10月に８市町村が合併し、上水道・簡易水道がそれぞれの料金体系で運営されていた
ことから、旧横手市の料金体系に合わせることとし、平成20年から3回の激変緩和措置をしながら、
平成26年に統一（改定）を行っています。メーター口径13㎜及び20㎜のみ基本水量を5㎥とし、逓
増型料金体系を採用しています。

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

平 成 26 年 4 月 1 日

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

○基本料金 ○従量料金
（単位：円/月） （単位：円/㎥）

区分 メーターの口径 基本水量 料金 使用水量 料金

一般用 13ｍｍ 5㎥ 1,070 一般用 6㎥から10㎥まで 90

20ｍｍ 5㎥ 1,400 11㎥から20㎥まで 180

25ｍｍ 1,400 21㎥から50㎥まで 240

30ｍｍ 2,500 51㎥以上 250

40ｍｍ 4,300 1㎥から50㎥まで 240

50ｍｍ 9,800 51㎥以上 250

75ｍｍ 18,000 公立プール用 120

100ｍｍ 36,000 臨時用 430
消費税及び地方消費税を含まず 消費税及び地方消費税を含まず

区分

メーターの口径
13ｍｍ～20ｍｍ

メーターの口径
25ｍｍ～100ｍｍ

Ｈ30.4.1現在

5名

1名

8名 （13名）※1

1名

4名 （1名）※2

1名

5名

上下水道部長

課長

計画整備係

施設管理係

企業総務係

企業財務係

水道課
　14名（13名）

経営管理課
10名（1名）

※1　カッコ書きは非常勤職

員（外数）。浄水場管理8
名、配水管管理4名及び事
務補助1名

課長

※2　カッコ書きは事務補助
の非常勤職員（外数）
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（２）

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

３．経営の基本方針

　この経営戦略で推進していく経営方針は、横手市水道事業ビジョンに基づき、次のとおりとします。

１） 全体計画の共有と更新

○　水道部門の職員が水道事業の現状と課題に関する意識を共有します。
○　従来の簡易水道施設の統廃合については、今後、水需要や広域連携を勘案しつつ施設整備を実施します。

２） 広域圏での連携

　広域圏での持続可能な将来水道のあり方を考えていくため、県南地域の連携・交流を促進していきます。

これまでの主な経営健全化の取組

　平成23年4月より、公募型プロポーザル方式により水道料金等の業務を民間委託したことで、窓口業務の時間延長、コンビ
ニ納付による納付方法の多様化等のサービス向上のほか、特に人件費相当分に係る経費の縮減ができています。また、滞納
常習者に対する給水停止基準を厳正に適用するとともに、職場への給与等支給状況調査や支払督促申立をすることにより債
権回収に努め、未納額の回収に繋げています。
　県南地域の水道事業体で構成する「県南地区水道事業連携推進座談会」を立ち上げ、これからの水道のあり方や広域的な
連携等について意見交換を続けています。

　平成30年度に公表した、平成29年度決算に基づく本事業の「経営比較分析表」を添付します。

給水人口・水需要の予測

　横手市水道事業ビジョンでは、平成28年3月策定の「横手市人口ビジョン」と整合を図り、横手市を7地域（横手・大雄、増田、
平鹿、雄物川、大森、十文字、山内）に分けて将来の人口及び水需要の予測を行っています。

　平成30年3月に策定した横手市水道事業計画（変更）では、平成27年度に策定した経営戦略において水道料金改定の想
定時期である平成34年度を境に、短期（平成30年度～平成33年度）、中期（平成34年度～平成44年度；事業計画期間）、長
期（平成45年度～）として計画しています。

　施設整備に係る主要水源である成瀬ダムが完成するのが平成36年度であることを踏まえ、平成37年度の水需要予測を基に
した、市全域の水道施設の整備計画となっています。

　施設整備の視点としては、施設の耐用年数や統廃合を考慮した更新計画により、効率的な水運用を行うことができることに
重点をおき、地域ごとに検討しています。

組織の見通し

　平成23年度に組織再編し、上下水道部は経営管理課・水道課・下水道課の3課で構成されており、この体制は今後とも継続
していく予定です。

　水道事業の範囲、施設投資の可否、そして財政収支との両立など、事業のありたい姿、あるべき姿について総合的に検討を
重ねます。

　将来は、現在の人口減少の傾向が継続し、それに伴って水需要も減少していくことが想定され、市全体では、平
成40年度の給水人口を68,824人（H29比：92％）、一日平均給水量は23,182㎥/日（H29比：84％）と推計していま
す。

「横手市水道事業計画（平成30年3月）」より

料金収入の見通し

　市町村合併後は料金統一を段階的に図った（全体的には料金が値上げされた）ものの、小学校の統廃合等大口利
用者の減少により有収水量は減少を続けており、料金統一が終了した後は減収傾向になっています。しかしなが
ら、市が主導してきた施設等の統廃合は一段落しており、また、民間の事業が新たに進出してきていることから、
有収水量が人口減少に比例して減少していくことはないと考えています。今後の料金収入を見通すにあたっては、
大口利用者の動向が気になるところではありますが、当面は、おおむね平成28年度・平成29年度の有収水量の減少
率で推移するものと想定し、試算をしています。

施設の見通し

○　ダム水、河川水を使用しないエリアでは、水質の良い既存水源の状態を確認し、必要に応じて水源の整備・更新を行
　いながら管理していきます。

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

H3
1

H3
2

H3
3

H3
4

H3
5

H3
6

H3
7

H3
8

H3
9

H4
0

H4
1

H4
2

H4
3

H4
4

⼀
⽇
平
均
給
⽔
量
（
m

3 /
⽇
）

給
⽔
人
口
（
人
）

給⽔人口

⼀⽇平均給⽔量

- 2 -



３） 施設整備計画の策定

　水道施設への投資を合理的に実施するため、
※

アセットマネジメントの視点で取り組みます。

※アセットマネジメント

※マッピングシステム

４） 管路更新耐震化計画

　管路更新耐震化計画、管路評価基準を基に、投資の中でも大きな位置を占める管路の維持的更新に取り組みます。

５） 計画的な経営改革

　設備投資の見通しから経営への影響を精査し、料金水準のあり方を含めて対応していきます。

　　　　

６） 人材適正配置と民間委託の活用

　人員配置の適正化と民間委託の戦略的な活用について十分に検討を重ねながら推進していきます。

７） 災害対応力の向上

　事業継続計画（BCP）を策定して戦略的に災害に強い水道を作り上げていきます。

○　施設情報のデータベース化を進め、アセットマネジメントの基礎資料を作成していきます。施設などの情報は予め整

　理（
※

マッピングシステム、仕切弁情報等）されていることから、現状施設の登録データの精度向上のほか、適切な日常
　運用、運営状況等や災害対応力もデータで管理できるように整備していきます。

○　災害に強い水道システムを整備する視点で施設機能のチェックを実施し、水源や浄水場の機能、配水池の貯留量等
　を評価して災害に強いかどうかの判断を行い、弱点の補完を行っていきます。

○　施設更新計画、広域連携、施設統合計画などの全般的な情報の蓄積ができた段階で、より根本的な事業改善を目指
　した全体計画の見直しを行います。特にアセットマネジメントによるデータ蓄積を受け、ダウンサイジング（規模縮小）や
　施設統合を念頭に推進していきます。

一般的には資産管理として訳されます。水道では施設のライフサイクルを中長期的に管理する活動のことを言い、具体的に
は、施設の調査によって状態を確認し、その老朽度や施設重要度に応じて財政根拠を持った更新計画を立案することです。

地図上の位置と関連する情報をデータベース化し、位置や場所から様々な属性情報を引出し、給配水管との関係を管理・分
析するシステムです。

○　管路更新耐震化計画は平成34年度を目標年度とした具体的作業計画が策定済であるため、これに基づいて更新作
　業を進めていきます。また、平成35年度以降は経年化した導水管や送・配水管を更新していきます。

○　国の新水道ビジョンや交付金等の制度を踏まえ、広域圏での水道事業経営や将来の水道システムについて、他事業
　体との連携を検討します。

○　広域圏での水道施設全体の構成を合理的に再構築していくことを協議しながら、水源・水利権の活用を検討していき
　ます。

○　最新の国勢調査をベースに水需要予測を実施し、適正な事業計画（施設設備の統廃合・更新計画・未普及地域の整
　備）により、施設整備の優先度と投資の影響を明確化します。さらに、アセットマネジメントの活動で施設資産面での経営
　改善活動を実施していきます。

○　人員削減を実施してもノウハウの喪失等の問題をカバーできる方策を見定め、戦略的に適正な人員配置と民間委託
　を検討します。アセットマネジメントと同時に業務記録の蓄積から着手し、分析、作業研究等、一連の活動を通じて検討
　を実施していきます。

○　電気機器やポンプ設備のトラブル、管路事故情報の蓄積、データベース化を行い、各種活動の基礎情報として活用
　していきます。

○　災害対応力を高める管路の耐震化や施設耐震化等の強靭化の取り組みを整理し、事業継続計画（ＢＣＰ）として策定
　していきます。さらに、同時進行で進める訓練・資機材の準備・他団体との災害協定等の各種災害対応策も総括してい
　きます。

○　市長部局との災害時の連携を確保するために、災害時連携の手順を確認し、無線などの連絡機材を確保し、訓練を
　行います。また、　市長部局（民生委員の訪問など市の活動）や、近隣事業体、外部組織との連携、対応内容の規定、情
　報伝達手段等を定めておきます。

○　非常時に適切な復旧を指揮することや、配管や電気設備の応急修繕を直接作業すること、災害査定の申請に必要な
　被災地点の記録作成等が確実にできるよう人材の育成確保・訓練を行っていきます。また、事業継続計画（BCP）を策定
　し、災害時に必要な資機材（配管や給水タンク等）を見極め、その確保を進めていきます。

○　災害に強い管路を実現するため、管路更新耐震化計画に基づいて効果的な耐震化を進めていきます。具体的には、
　管路の耐震化、給水拠点への耐震管整備等の災害に強い管路の構築を実施し、隣接水道事業体との連絡管の整備の
　検討を開始します。

○　管路更新耐震化計画の推進を通じて基礎データを収集し、次の管路更新耐震化計画に繋げていきます。その際、管
　内停滞水や濁水を削減するため管口径の見直し（ダウンサイジング）のほか、管内洗浄の実施について方針を定めま
　す。

○　投資・財政計画を策定し、経営分析などを起点にしたアドバイザリー等、外部コンサルを活用することも視野に入れな
　がら、経営改善活動を具体化していきます。

○　投資・財政計画を受け、財政支出に見合った料金水準の適正化、料金体系の見直しを行います。また、必要性が認
　められる範囲で一般会計からの繰入を検討していきます。

○　収入増を目的に遊休資産の売却、小水力・太陽光発電や融雪への流用、大口需要者や観光客の誘致拡大等のアイ
　デアを検討し、市長部局の企画等と連動して実施の機会を探っていきます。

○　委託している業務の効果の確認、委託余地の検討、施設の統廃合予定等から人員最適化の検討を実施し、民間委
　託の範囲や可能性について検討していきます。
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８） 安全な水のための日常の取り組み

　日常業務のレベルアップにより、さらに安全な水を確実に供給できるように体制を整備していきます。

９） 情報発信と市民との交流

　積極的な情報発信を起点に、市民との交流を通じて、市民と水道事業の目指すべき方向性を合わせていきます。

※シティプロモータ制度

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

（２）

① 収支計画のうち投資についての説明

◆ 計画期間内の主な事業

○　水道施設の復旧に向けて、業者との連携を高めスムーズに修理対応を出来るようにしていきます。また、管路の復旧
　には業者との協定等により、復旧作業員と重機の優先的確保を図り、非常時に迅速な応援を受けられるよう事前に準備
　していきます。また、各地域2社以上との協定締結を目標とし、非常時における電気・燃料・薬品の確保の手立てについ
　て検討し、災害時応援協定等の形で対応を明文化していきます。

○　出前講座の実施、双方向性メディア（SNS）の活用を推進していきます。また、マナー向上、対顧客コミュニケーション
　能力の向上を図りつつ、顧客（市民）との交流を深めていきます。

○　市民との災害時情報を伝えるための活動、さらに、被災情報などを市民から収集できるよう、災害時におけるコミュニ
　ケーションについての体制整備を行っていきます。

○　市民との交流をさらに進め、意見の収集にとどまらず、水道事業の経営や技術に興味を持ち、市民へ水道事業の取り
　組みを積極的に発信し、最終的に、市民と水道のありたい姿、あるべき姿を共有できるような関係の構築を目指していき
　ます。

横手市役所内の各課に1名ずつ配置され、横手市の媒体を最大限活用し各課の取り組みをこれまで以上に分かり易く、きめ細
やかに広報する制度です。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

○　平成26年度に策定した主要浄水場の水安全計画に基づいた水道施設の運用を行い、ノウハウを蓄積して行動計画と
　して確立していきます。

○　水道施設の運営上の判断は職員の経験によるところが大きいため、これを継承発展させていき、技術管理者の判断
　能力も確保していきます。特に、高濁度対応力を有した主要浄水場の運転管理は、浄水処理や水質に関した内外部研
　修会を取り入れ、併せて業務を通しての訓練（OJT）による判断能力の継承に努めていきます。

○　各浄水場の運用のノウハウを継承可能な形にするため、マニュアル化を進めていきます。

○　給水工事施工基準の文書整備、給水工事主任技術者向けの講習制度や勉強会の実施、給水工事の評価、表彰制
　度等を総合的に整備し、水道整備の弱点となりがちな給水設備の施行・管理レベルの向上を図っていきます。

○　市の広報担当課と連携する
※

シティプロモータ制度を通じて、積極的に情報発信していきます。ホームページやメ
　ール等のメディア、広報車や防災無線等のさまざまな方法で情報提供していきます。

○　アンケート調査を今後も継続して実施し、市民が求める水道の姿を探っていきます。

雄物川西部高区配水池への大森地域からの配水管路整備（雄物川左岸）　・・・　事業期間：H37～H41、概算事業費：7億6千万円

目 標
平成30年3月に策定した横手市水道事業計画（変更）に基づき、計画的に施設の整備及び更新を
進めていきます。

（仮称）雄物川浄水場の建設　・・・　事業期間：H30～H36、概算事業費：36億3千万円

（仮称）大沢第二配水池の建設・・・事業期間：H34～H38、概算事業費：12億2千万円

雄物川西部高区配水池の建設　・・・　事業期間：H38～H41、概算事業費：3億5千万円

雄物川西部高区配水池への導水管整備（雄物川右岸）　・・・　事業期間：H31～H33、概算事業費：1億9千万円

概算事業費
（億円）

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44

用地取得・調査・設計 0.9

建設 6.9

管路整備 4.4

12.2

(仮称)増田浄⽔場建設 調査・設計 1.8

1.8

用地取得・調査・設計

建設

設計

建設

設計

建設

49.3

設計

管路整備

2.0

87.0

87.0

65.3

87.0

152.3総整備事業費

継続
整備事業費

市内全域
管路更新

小計

新規整備事業費

継続整備事業費

小計

大森地域

笹山ポンプ場廃止・
管路整備

2.0
送⽔
開始

小計

36.3
浄配⽔
開始

雄物川⻄部⾼区
配⽔池建設

3.5
配⽔
開始

管路整備 9.5

新規
整備事業費

横手
・大雄地域

(仮称)大沢第二
配⽔池建設

配⽔
開始

小計

増田地域
十文字地域
平⿅地域 小計

雄物川地域

(仮称)雄物川
浄⽔場建設
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② 収支計画のうち財源についての説明

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 投資について検討状況等

② 財源について検討状況等

目 標
適切な水道料金を設定します。
国庫補助金を有効活用するとともに、現役世代と将来世代の負担割合を考慮し、適正な規模の企
業債を発行します。

　主な財源の算定方法を以下に示します。

【　料金収入　】
　平成40年度に資本的収支の補てん財源の残高として概ね10億円を確保することを目標とし、平成38年度に9.86％の料金改
定を行う試算としています。また、従量料金と基本料金の比重を見直し、大口利用者が過度な負担にならず、かつ、家庭向け
も使用量に応じた負担となるような料金体系の見直しを検討します。
【　企業債　】
　新規発行債については、原則として事業費から国庫補助を差し引いた額に80％を乗じた額を見込んでいます。ただし、平成
35年度及び平成36年度においては（仮称）雄物川浄水場の建設に係る企業債についてのみ、事業費から国庫補助を差し引
いた額に95％を乗じた額を見込んでいます。また、新規発行債の発行条件としては、償還期間40年、据置なしの元金均等方
式で試算しています。
【　一般会計繰入金　】
　独立採算性の基本原則に鑑み、国で定める繰出基準内での繰入で見込んでいます。
【　工事負担金　】
　国・県の公共工事や土地区画整理事業等の実績値を基に金額を見込んでいます。

　主な経費の算定方法を以下に示します。
　投資以外の支出については、平成29年度決算を基準に見込んでいます。
　また、下記項目については、次のとおり算定しています。

【　動力費・その他　】
　施設の統合により廃止になった浄水場の動力費、保守点検委託料等の費用削減を見込んでいます。
【　企業債償還金支払利息　】
　新規発行債については、ここ数年の実績値を参考に利率1.0％で見込んでいます。

施設 ・設 備の 長寿 命化 等の
投 資 の 平 準 化

　施設更新については、短期間で事業実施するうえ、管路更新と比較して事業規模が大
きいため平準化することが難しいと考えますが、管路更新と併せ可能な限り平準化に努め
ます。

広 域 化 　隣接する事業体との連携の可能性を探っていきます。

そ の 他 の 取 組 　該当ありません。

民間の資金・ﾉｳﾊｳ等の活用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

　浄水場建設においては、PPPやPFI、またはDBOの活用について検討します。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　管路更新耐震化計画の推進を通じて基礎データを収集し、次の管路更新耐震化計画
に繋げていきます。その際、ダウンサイジングを含めた方針を定めます。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　設備の更新時期に、将来的にも適正な給水規模を予測し、スペックダウンを検討しま
す。

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

　遊休地について、売却等有効活用できる方法を検討します。

そ の 他 の 取 組
　有利な補助制度の活用等により、建設改良に係る更新費用の適切な財源確保に努めま
す。

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

料 金

　料金改定については、平成38年度に9.86％の改定を行う試算をしているところですが、
その時期、改定率、料金体系等について適切かどうか、財務状況等を見極めながら、継
続的に検討していきます。また、料金改定について、利用者に向けて、わかりやすい、納
得できるような説明ができるよう周知の方法についても検討します。

企 業 債
　財政上の負担軽減と世代間の公平のバランスを考慮しつつ、発行額について検討して
いきます。また、企業債に頼る体質から脱却できるような方策を検討します。

繰 入 金

　料金改定を実施した場合、県内でも比較的料金が高い状況になることから、度重なる料
金改定は厳しいと考えられること、さらに、未普及地域については企業部門のみならず市
全体の課題であることから、料金収入で足りない財源は、一般会計からの繰出金により補
うことができないか、国や他の事業体の動向を参考に検討します。
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③ 投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

委 託 料
　料金業務委託については、毎月検針を隔月検針に変更することにより経費の削減が可
能と考えております。隔月検針のメリット・デメリットを比較検討し、実施に向けて取り組んで
いきます。

そ の 他 の 取 組

　水道庁舎は昭和44年に建築され50年が経過しようとしています。当該庁舎は耐震化して
いないため、早期に庁舎使用を止め、別の場所への移転をしなければならないと考えて
います。代替となる場所の選定（公共施設の空きスペースあるいは新庁舎の建設）や現庁
舎敷地のその後の活用方法など、関係する市の部局との調整、利用者（お客様）のご意
見を伺いながら進めていきます。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　毎年度の決算状況を反映し、PDCAサイクルによる進捗管理を行います。経営戦略及び
投資・財政計画の見直しについては、4年ごとに実施することを基本としますが、計画との
乖離が生じた場合は必要に応じて行うものとします。

修 繕 費 　該当ありません。

動 力 費 　浄水場における機械設備の更新時に、省エネ化を検討します。

職 員 給 与 費
　職員数については横手市定員適正化計画の影響を受けますが、事業を安定的に維持
していくための必要最小限の人員を配置し、事務の効率化を図っていきます。
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様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 平成29年度 平成30年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 1,665,037 1,659,162 1,647,544 1,636,014 1,624,570 1,613,213 1,601,941 1,590,754 1,579,651 1,718,633 1,706,646 1,694,747
(1) 1,604,701 1,608,950 1,597,687 1,586,504 1,575,398 1,564,370 1,553,420 1,542,546 1,531,748 1,671,026 1,659,329 1,647,713
(2) (B) 267 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(3) 60,069 50,112 49,757 49,410 49,072 48,743 48,421 48,108 47,803 47,507 47,217 46,934

２． 276,835 259,805 260,069 250,987 234,609 224,236 218,410 213,014 218,147 215,963 205,330 201,147
(1) 56,440 54,372 51,225 48,356 35,617 32,648 29,663 26,817 24,159 21,778 19,627 17,683

56,440 54,372 51,225 48,356 35,617 32,648 29,663 26,817 24,159 21,778 19,627 17,683

(2) 214,841 201,433 204,844 198,631 194,992 187,588 184,747 182,197 189,988 190,185 181,703 179,464
(3) 5,554 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

(C) 1,941,872 1,918,967 1,907,613 1,887,001 1,859,179 1,837,449 1,820,351 1,803,768 1,797,798 1,934,596 1,911,976 1,895,894
１． 1,627,445 1,602,803 1,636,063 1,687,232 1,611,175 1,595,438 1,587,019 1,582,292 1,675,368 1,681,049 1,685,936 1,678,069
(1) 164,793 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

89,500 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

75,293 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
(2) 550,668 517,511 536,821 587,667 520,597 521,791 522,647 523,812 522,041 521,130 519,798 518,028

113,645 116,529 115,839 116,685 119,615 120,809 121,665 122,830 122,559 121,648 120,316 118,546
49,881 45,079 45,079 45,079 45,079 45,079 45,079 45,079 45,079 45,079 45,079 45,079
8,792 5,903 5,903 5,903 5,903 5,903 5,903 5,903 5,903 5,903 5,903 5,903

378,350 350,000 370,000 420,000 350,000 350,000 350,000 350,000 348,500 348,500 348,500 348,500
(3) 4,922 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
(4) 907,062 909,292 923,242 923,565 914,578 897,647 888,372 882,480 977,327 983,919 990,138 984,041

２． 274,352 255,732 236,680 216,814 195,895 174,722 153,700 149,035 152,855 145,507 142,215 136,291
(1) 273,172 254,732 235,680 215,814 194,895 173,722 152,700 148,035 151,855 144,507 141,215 135,291
(2) 1,180 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

(D) 1,901,797 1,858,535 1,872,743 1,904,046 1,807,070 1,770,160 1,740,719 1,731,327 1,828,223 1,826,556 1,828,151 1,814,360
(E) 40,075 60,432 34,870 △ 17,045 52,109 67,289 79,632 72,441 △ 30,425 108,040 83,825 81,534
(F)
(G) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
(H) △ 1,000 △ 1,000 △ 1,000 △ 1,000 △ 1,000 △ 1,000 △ 1,000 △ 1,000 △ 1,000 △ 1,000 △ 1,000

40,075 59,432 33,870 △ 18,045 51,109 66,289 78,632 71,441 △ 31,425 107,040 82,825 80,534
(I) 142,710 142,710 142,710 142,710 142,710 142,710 142,710 142,710 134,453 108,436 59,769 2,117
(J) 2,774,307 2,459,386 2,100,595 1,696,366 1,357,031 1,154,480 981,207 781,102 568,997 645,282 771,729 904,614

197,361 250,967 250,967 250,967 250,967 250,967 250,967 250,967 250,967 250,967 250,967 250,967
(K) 1,355,242 1,434,115 1,476,156 1,517,384 1,534,001 1,538,210 1,441,813 1,416,430 1,351,332 1,292,635 1,264,190 1,235,088

402,535 159,594 159,594 159,594 159,594 159,594 159,594 159,594 159,594 159,594 159,594 159,594
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 1,664,770 1,659,062 1,647,444 1,635,914 1,624,470 1,613,113 1,601,841 1,590,654 1,579,551 1,718,533 1,706,546 1,694,647

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22 条により 算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により 算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

料 金 収 入

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費

平成31年度

営 業 収 益

平成32年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度 平成40年度平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

収 入 計
そ の 他

そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

受 託 工 事 費

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計

流 動 負 債

経 常 損 益 (C)-(D)

受 託 工 事 収 益
そ の 他

補 助 金
営 業 外 収 益

修 繕 費

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
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様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 平成29年度 平成30年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 405,400 420,300 375,100 352,400 357,100 256,400 1,463,800 2,050,600 525,500 740,500 375,100 460,700

２． 157,645 149,686 147,711 154,374 152,810 153,244 142,394 136,418 130,031 124,054 116,060 108,629

３．

４．

５．

６． 134,307 184,942 159,420 102,409 95,478 89,916 208,366 267,011 99,459 210,314 81,066 81,066

７．

８． 50,827 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

９．

(A) 748,179 779,928 707,231 634,183 630,388 524,560 1,839,560 2,479,029 779,990 1,099,868 597,226 675,395

(B)

(C) 748,179 779,928 707,231 634,183 630,388 524,560 1,839,560 2,479,029 779,990 1,099,868 597,226 675,395

１． 797,850 1,051,160 953,549 852,959 840,769 607,545 1,987,917 2,665,685 927,195 1,250,495 716,995 823,995

２． 757,667 836,540 878,581 919,809 936,426 940,635 844,238 818,855 753,757 695,060 666,615 637,513

３．

４．

５．

(D) 1,555,517 1,887,700 1,832,130 1,772,768 1,777,195 1,548,180 2,832,155 3,484,540 1,680,952 1,945,555 1,383,610 1,461,508

(E) 807,338 1,107,772 1,124,899 1,138,585 1,146,807 1,023,620 992,595 1,005,511 900,962 845,687 786,384 786,113

１． 762,128 1,040,475 858,347 1,046,671 1,089,184 933,101 785,942 736,985 765,302 764,473 630,470 645,854

２． 205,022 33,870 51,109 66,289 78,632 71,441 107,040 82,825

３．

４． 45,210 67,297 61,530 58,044 57,623 39,410 140,364 189,894 64,219 81,214 48,874 57,434

(F) 807,338 1,107,772 1,124,899 1,138,585 1,146,807 1,023,620 992,595 1,005,511 900,962 845,687 786,384 786,113

(G)

(H) 12,728,698 12,312,458 11,808,977 11,241,568 10,662,242 9,978,007 10,597,569 11,829,314 11,601,057 11,646,497 11,354,982 11,178,169

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 平成29年度 平成30年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

56,440 54,372 51,225 48,356 35,617 32,648 29,663 26,817 24,159 21,778 19,627 17,683

56,047 54,185 51,133 48,321 35,617 32,648 29,663 26,817 24,159 21,778 19,627 17,683

393 187 92 35

157,645 149,686 147,711 154,374 152,810 153,244 142,394 136,418 130,031 124,054 116,060 108,629

142,850 141,907 142,963 150,435 152,810 153,244 142,394 136,418 130,031 124,054 116,060 108,629

14,795 7,779 4,748 3,939

214,085 204,058 198,936 202,730 188,427 185,892 172,057 163,235 154,190 145,832 135,687 126,312

平成40年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度平成32年度平成31年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

平成39年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

平成37年度 平成38年度 平成39年度

他 会 計 負 担 金

平成40年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度
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グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成29年度全国平均

※　平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

経営比較分析表（平成29年度決算）
秋田県　横手市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

692.80 132.42 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
)

法適用 水道事業 末端給水事業 A4 非設置 91,743

－

- 49.14 82.20 3,585 74,818 248.31 301.31 【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率は102.11％で、昨年度に続き100%を超え
た。しかし、給水収益が減少し続けていることに加え、平
成26年度に大沢第二浄水場が供用開始したことにより減価
償却費及び維持管理経費が増加していることなど経営に
とって厳しい状況が続いている。平成29年度の純利益は、
営業費用の増により前年度と比べ3,093千円の減じたもの
の黒字であった。引き続き健全な経営に努める。
②累積欠損金比率について、平成29年度は40,075千円の純
利益であり、累積欠損金も発生していない。
③流動比率は204.71%となっている。低下が続いているも
のの、短期的な支払能力（資金繰り）に問題はない。
④企業債残高対給水収益比率は793.21％であり、年々低下
しているものの、類似団体と比較して企業債に依存した投
資となっている。内部留保資金を一定の水準で維持し、企
業債残高の適正管理をしながら計画的な投資を実施する必
要がある。
⑤料金回収率は95.40％と若干低下した。これは、供給単
価が昨年度とほぼ同額の212.47円だったものの、給水原価
が218.02円から222.71円に増加したことによる。100%を割
り込み、また全国平均を下回る状況は今後も続く見込みで
あり、しかるべき時期での料金改定が必要となっている。
⑥給水原価は222.71円であり、昨年度から若干増加した。
職員給与費や支払利息は減となったものの、それ以外の費
用がおしなべて増となったことが要因である。依然、類似
団体と比較して高い状況にあり、維持管理経費の削減に努
めることは当然であるが、施設の統廃合等によりコストダ
ウンを図り、給水原価の圧縮を行っていかなければならな
い。
⑦⑧施設利用率は類似団体と比較して良い数字で適正な施
設規模と言える。有収率は74.73％に低下したが、災害・
気象条件に起因する漏水事故が大きく影響しているもので
ある。漏水調査に基いた計画的な管路更新を進めつつ災害
対応力を高め、有収率向上に努めなければならない。

「経常損益」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率は39.98％となっており、全国
や類似団体平均と比較すると若干良い数値となっている。
平成29年度には水道事業計画（変更）を策定し、施設の耐
用年数や統廃合を考慮した更新計画と進めることとしてい
る。
②管路経年化率は12.75％であり、全国や類似団体平均と
比較すると若干良い数値となっているが、このまま推移す
ると加速度的に増える状況にある。このため、管路評価基
準及び更新計画に則り、更新重要度の評価が高い管路から
順次更新事業を実施していく計画である。
③管路更新率は0.88％となり、全国や類似団体平均を上回
る状況に改善してたものの、全管路の更新に長い時間を要
することから、満足できる更新率（投資額）ではない。施
設の更新と管路更新の費用のバランスを取りながら、計画
的な投資額の確保と事業推進が必要である。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況

全体総括

経常収支比率は100%を超えながらも、料金回収率は100％
を下回る状況は、今後も続くものと見込んでいる。一方、
投資については水道事業計画（変更）に基づき、今後も施
設の更新、統合を進めなければならない。
このため、一定水準の内部留保資金の確保を図るために
は、料金改定は避けられない状況にあることから、改定を
シミュレーションし反映した投資財政計画を作成し、平成
30年度での経営戦略の改訂を進めている。

「施設全体の減価償却の状況」 「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【113.39】 【0.85】 【264.34】 【274.27】

【89.93】【60.41】【165.71】【104.36】

【48.12】 【15.89】 【0.69】
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